
近隣の原子力施設（再処理施設等）における重大事故等発生時の東海第二発電所への影響について

論点No.60 【近隣の原子力施設等の影響】

【説明概要】

発電所に隣接する原子力施設で重大事故等が発生した場合においても，以下に示す対処により，東
海第二発電所の重大事故等に係る対応には影響しないと判断している。

・発電所の近隣にある東海再処理施設＊は廃止措置過程にあるが，当該施設の安全対策により，施
設で事故等が発生しても，その影響は概ね当該施設内に留まり，隣接する発電所に影響を及ぼさ
ないと考えられる。

また，その他の原子力施設は新規制基準に適合するか廃止措置の方針であり，また事故発生時に
も発電所への影響はないと考えられる。

・一方で，発電所の重大事故等の対応能力のレジリエンスを確認する観点から，仮想的に，再処理
施設と発電所が同時に重大な事故に至り，再処理施設から発電所に影響を及ぼすような放射性物
質の放出等を仮定した場合でも，発電所側の施設及び屋外作業時の防護対策等を活用することで，
再処理施設事故の影響を抑制しつつ，発電所の重大事故対応が行えると考える。

＊国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所再処理施設

論点No.60-1

茨城県原子力安全対策委員会
東海第二発電所
安全性検討ワーキングチーム（第２３回）
敦賀発電所2号機審査資料の不適切事案による
東海第二発電所への影響確認により一部修正
（2023年3月29日）



1. 近隣の原子力施設の所在と安全対策に係る審査状況

● JRR-3

● 原子炉安全性研究炉（NSRR）

● 定常臨界実験装置（STACY)

● 放射性廃棄物の廃棄施設

原子力規制委員会の核燃料施設等

の新規制基準適合性に係る審査

○ 東海第二発電所の近隣の主な原子力施設の位置関係を示す。各施設における安全対策に係る原子
力規制委員会の審査状況として，試験研究炉等については，設置変更許可の取得又は廃止の方針
を公表している。また，東海再処理施設については，廃止措置計画の認可を得ている。

いずれの施設も設置変更許可を得

ている。

● 東海再処理施設

原子力規制委員会の東海再処理施設安全監視チームにて

廃止措置計画認可に係る審査

平成30年12月6月廃止措置計画の認可を得ている。

○ 以下に，①試験研究炉等及び②東海再処理施設の安全対策等について示す。

日本原子力発電
東海第二発電所

①日本原子力研究開発機構
JRR-3，NSRR，STACY，
放射性廃棄物廃棄施設，

FCA，TCA，TRACY

②日本原子力研究開発機構
東海再処理施設

国土地理院地図に加筆

約1.3km

約2.8km

② 日本原子力研究開発機構

● 高速炉臨界実験装置（FCA）

● 軽水臨界実験装置（TCA）

● 過渡臨界実験装置（TRACY)

① 日本原子力研究開発機構

機構はこれらの施設の廃止の方針

を公表

原子力規制委員会の核燃料施設

等の廃止措置計画認可に係る審査

TRACYについては，廃止措置計画

の認可を得て廃止措置中にある。

試験研究炉等
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2. 近隣の原子力施設の安全対策（１／３）

①試験研究炉等の原子炉施設の安全対策 ＜別紙1参照＞

●試験研究炉等は，原子炉燃料・材料の照射試験，原子炉燃料の安全性の研究，溶液燃料に関す
る臨界安全性研究並びに放射性廃棄物の廃棄等を行っている施設

● 試験研究炉等の原子炉施設を対象とした新規制基準が制定され，原子力規制委員会は，事故等
の防止及び影響を抑制する対策を要求

● 試験研究炉等の原子炉施設が安全性を確保するために行う対策は以下のとおりとされている。

● これらの試験研究炉等の原子炉施設は，新規制基準適合の許可を取得又は廃止の方針を公表し
ている。これにより，周辺環境に重大な影響を与えるような大規模な異常事態に拡大することが想
定される事象に対する対策は図られる。

・試験研究炉等の原子炉施設では，炉内燃料の大量損傷等の苛酷な事故を想定しても，発電用原
子炉と比べ出力が小さいことや新規制基準に基づく対策が講じられること等から，その影響は概ね
施設敷地内に留まると考えられる。

・このため，これらの施設の事故影響は隣接する発電所に影響を与えず，仮に，同時期に発電所で
重大事故等が発生した場合を想定しても，発電所の重大事故等への対応に影響を与えることはな
いと考えられる。

・新規制基準適合に係る安全対策

（炉内燃料の大量損傷を前提とした防護及び影響緩和対策，地震，津波，竜巻等の想定と対策）

・福島第一原子力発電所事故を踏まえた安全対策（実施済み）

（例 ＪＲＲ－３：全電源喪失時の炉内燃料等の冠水維持（冷却）対策等）
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2. 近隣の原子力施設の安全対策（２／３）

②東海再処理施設の安全対策 ＜別紙2参照＞

●東海再処理施設は，原子力発電所で使用した核燃料（使用済燃料）から，ウラン及びプルトニウム
を分離，回収する，再処理技術の開発を行っている施設

● 再処理過程で分離，回収した核燃料物質は核分裂する性質を持つため，臨界事故等を防止する
対策が必要，また，発生した高レベル放射性廃液は冷却を継続し発生水素を除去する必要がある。

● 東海再処理施設が安全性を確保するためこれまでに行った対策は以下とされている。

● 更に，東海再処理施設は平成30年6月に廃止措置計画認可申請が認められ廃止措置中にある。

● 廃止措置の進め方及び廃止措置期間中において，東海再処理施設が安全確保対策として行うこと
を計画している対策は以下のとおりとされている。

＊地震，津波，外部事象のハザード要因の評価方法は東海第二発電所と同様（次頁参照）

・本方針及び安全確保対策により，東海再処理施設において周辺環境に重大な影響を与えるよう
な事象に対する対策は図られると考えられる。

・福島第一原子力発電所事故を踏まえた緊急安全対策による対応（実施済み）

（冷却機能確保対策，電源確保対策，浸水防止対策，事故現場対応手段の拡充及び訓練等）

・再処理施設の運転段階から実施してきた安全対策（実施済み）

（臨界防止対策，火災・爆発防止対策，停電・放射性物質・放射線漏えい防止対策）

・リスクの早期低減を優先課題とし，安全・確実に実施するため，高経年化対策等の安全性向
上対策を重要事項として実施

（地震対策，津波対策，外部事象対策（竜巻，森林火災，火山等）＊）
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施 設／
自然災害

東海再処理施設

（廃止措置中） 東海第二発電所

（許可取得済）
備 考

自然災害想定 評価/対策

地 震
952gal

冷却水配管及び排気
筒の耐震補強を実施予
定

1,009gal

・地震の震源想定，評価方法は
東二と同様
・立地点の地盤条件等の相違
により，最大加速度の値が異
なると考えられる。

津 波 T.P.＋14.2m 建屋の浸水防止措置を
T.P.＋14.4mまで実施済

T.P.＋17.9m
・津波の波源想定，評価方法は
東二と同様

・立地点の標高，地形等の相違
により，津波到達高さが異なる
と考えられる。

竜 巻

（竜巻風速）
100m/s

・建屋コンクリート躯体
は健全な見通し
・窓，扉等の閉止措置
を実施予定

100m/s
竜巻影響のハザード想定，評価
方法は東二と同様

火 山

50cm

制御室の居住性確保
のため可搬型ブロワ，
換気ライン及びフィルタ
の配備予定

50cm
火山影響のハザード想定，評価
方法は東二と同様

2. 近隣の原子力施設の安全対策（３／３）

東海再処理施設及び東海第二発電所の主な自然災害の想定

出典：「国立研究開発法人日本原子力研究開発機構核燃料サイクル工学研究所再処理施設の廃止措置計画の審査方針について」
（平成３０年１２月１９日 原子力規制庁） 及び

「再処理施設に係る廃止措置計画の変更認可申請について（概要）」
（令和元年１２月１９日 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所）より一部抜粋及び加筆

高放射性廃液貯蔵場
施設標高＋5～7m

防潮堤位置
（天端高さT.P.＋20m）での
入力津波の到達高さ

最大加速度
(水平)

施設への
津波到達状況

降下火砕物の
堆積厚さ）
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3. 再処理施設の重大事故の事象想定とその影響（１／２）

○再処理施設の重大事故の想定

・ 前項までに示したとおり，東海再処理施設は事故発生防止及び影響拡大抑制の安全確保対策
を図るとしており，仮に何らかの事故が生じても，施設の敷地を超えて事故影響を与える可能性
は十分に低いと考えられる。

・ しかしながら，ここでは，東海第二発電所の重大事故等への対応手段のレジリエンス＊１を確認
する観点から，仮想的に何らかの不測の事態により再処理施設が重大な事故に至り，かつ，同
時に発電所も重大事故等が発生した状態で，再処理施設から発電所に影響を及ぼすような放
射性物質が放出されることを想定する。

＊１ 外部からの衝撃に対する発電所防護手段の柔軟性や適応性等を示す。

・ 対象施設として，東海再処理施設よりも施設規模の大きい日本原燃株式会社の再処理事業所
再処理施設（六ヶ所再処理施設）における重大事故を想定し，その事故が東海再処理施設の立
地点で発生したと仮定し，それが東海第二の重大事故等対応に与える影響について検討する。

施 設／仕 様
東海再処理施設

（廃止措置中）

六ヶ所再処理施設

（試験実施中）

使用済燃料処理能力
約210tU／年

（累積処理量1,140t）
約800tU／年

高レベル放射性
液体廃棄物容量

約370m３

（貯槽内保有量＊２）

486m３

（貯槽容量）

＊２ 東海再処理施設は運転停止以降12年以上が経過しており，液体廃棄物中の放射性物質の減衰により
発熱量や水素発生量は減少する方向となり，事故の影響はより緩和されると考えられる。
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2.8km

30mSv

出典：「再処理施設の事故影響について」（平成26年3月18日 日本原燃株式会社）に一部加筆

3. 再処理施設の重大事故の事象想定とその影響（２／２）

○再処理施設の重大事故想定と被ばく影響 ＜別添資料参照＞

・ 六ヶ所再処理施設の施設規模の再処理施設における重大な事故の発生を想定する。

・ 各事故のうち最も周辺環境に重大な影響を与える可能性がある「冷却機能の喪失による蒸発乾固
（高レベル濃縮廃液の沸騰事故）」を想定し※１，更に安全対策が施せない厳しい条件を付加する。

・ 放射性廃液の沸騰により，揮発性の放射性物質及びエアロゾル※２が外部に放出され，施設周辺の
雰囲気線量が上昇する。事故地点を発電所から約2.8kmと想定すると，防護対策なしで発電所敷地
の屋外に1週間滞在し続けることで被ばく線量としては概ね30mSv程度の計算結果となる。※３

※１ 水素爆発リスクは小さいとされている。万一，水素爆発が起きた場合でも，爆発そのものが発電所に直接影響する恐れはない。

※２ エアロゾル：気体の中に微粒子が多数浮かんだ物質。気中分散粒子系ともいう。

※３ 発電所の重大事故等時の災害対策要員の実効線量の判断基準として100mSv以下（7日間累積）を設定している。

高レベル濃縮廃液の蒸発乾固事象（イメージ）

オフガス
排気系統

高レベル
濃縮廃液

冷却 冷却機能喪失

蒸気
＋廃液ミスト

沸騰

冷却機能喪失

平常時 冷却機能喪失，
廃液の沸騰

液相喪失，乾固

乾固物

NＯxガス
＋揮発性物質(Ru等)

貯槽

論点No.60-7



 周辺環境の雰囲気線量の上昇に伴う影響

◆雰囲気線量が上昇することに伴う災害対策要員（屋内，屋外）の被ばく線量の上昇・・・①

◆ 発電所への参集ルートの雰囲気線量上昇及び参集要員の被ばく・・・②

◆ 発電所への外部支援の制限・・・③

◆ 後方支援拠点の設置場所の制限・・・④

 周辺環境の雰囲気線量の上昇に伴う影響に対する評価と対応策（次頁参照）

① 災害対策要員の被ばく低減方策として，各施設の換気空調設備や放射線防護具類が活用可能

②複数の発電所参集ルートから被ばく線量が最小となるルートを選定可能

③発電所内に７日間分の資機材・食料等を備えており，外部支援は雰囲気線量低下を見極めてから対応可能

④複数箇所確保した後方支援拠点から影響が低い場所を選定することで，拠点の設置及び活動が可能

4. 再処理施設の重大事故時の発電所の重大事故等対応への影響評価（１／５）

・ 再処理施設で重大な事故が発生した場合，発電所及び周辺の雰囲気線量が上昇する。この想定
と，発電所が備える各設備及び運用方法等を踏まえると，再処理施設の重大事故を想定しても，
東海第二発電所の重大事故等対応には影響を及ぼさないと判断できる。

 これらより，近隣の再処理施設の重大事故を想定した場合でも，東海第二発電所の重大事故等
に対処するために整備した各施設，資機材，運用方法等を臨機応変に活用することで，発電所の
重大事故等対応は実施可能であり，再処理施設事故は事故対応に影響を及ぼさないと判断
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○東海第二発電所の周辺環境の雰囲気線量の上昇に伴う影響と対応策＜別紙3参照＞

4. 再処理施設の重大事故時の発電所の重大事故等対応への影響評価（２／５）

・屋内滞在時

・屋外作業時

災害対策要員の被ばく低減方策の対応

中央制御室滞在時：

・換気空調設備による放射性物質除去，流入抑制

・中央制御室待避室の活用

緊急時対策所滞在時：

・換気空調設備による放射性物質除去，流入抑制

これらの対策で
再処理施設事故
による追加の被
ばく線量は30mSv
を十分下回ると
予想され，重大事
故対応の遂行に
支障はないと考
えられる。

①雰囲気線量が上昇する
ことに伴う災害対策要員
の被ばく線量の上昇

タイベック
汚染防護用装備

全面マスク

・綿手袋
・ゴム手袋

空気ボンベ

中央制御室

待避室

正圧

中央制御室待避室
の活用

待避室

換気空調系による
放射性物質除去，流入抑制

屋外作業時：

・放射線防護用の装備（タイベック（汚染防護用装備），
マスク，手袋等）を装備することで，汚染・内部被ばく
等を抑制＊

・放射性プルーム通過時は建屋屋内等に退避
＊マスク等の着用訓練や装備着用した訓練を適時実施中

装備を着用した現場訓練
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○東海第二発電所の周辺環境の雰囲気線量の上昇に伴う影響と対応策＜別紙4参照＞

4. 再処理施設の重大事故時の発電所の重大事故等対応への影響評価（３／５）

災害対策要員の被ばく低減方策の対応

・複数確保している発電所への参集ルートより，各経路上
の雰囲気線量を把握し＊，線量が低く，かつ参集時間が
最短になるように参集ルートを選定

＊ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ･ﾎﾟｽﾄ，可搬型ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ･ﾎﾟｽﾄ等の放射線測定情報を活用

発電所参集時の要
員の被ばく線量増
加を抑制するよう
対処可能

モニタリング・ポスト（既存設備）による
放射線量の測定

可搬型モニタリング・ポストによる
放射線量の測定発電所構内への複数の参集ルート設定と選定

②発電所への参集ルート
の雰囲気線量上昇及び
参集要員の被ばく
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○東海第二発電所の周辺環境の雰囲気線量の上昇に伴う影響と対応策＜別紙5参照＞

4. 再処理施設の重大事故時の発電所の重大事故等対応への影響評価（４／５）

外部支援制限時の発電所の対応

③発電所への外部
支援の制限

・発電所内には，災害対応を７日間継続し
て実施できる分の資機材や食料等を常
に備えていることから，外部からの支援を
受けずとも要員は７日間の活動が可能

所外からの資機材搬入等の
外部支援は雰囲気線量の低
下を見極めてから対応可能

緊急時対策所に配備する主な資機材等（例）

（発電所内に７日間の資機材，食料等を確保）
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○東海第二発電所の周辺環境の雰囲気線量の上昇に伴う影響と対応策＜別紙6参照＞

4. 再処理施設の重大事故時の発電所の重大事故等対応への影響評価（５／５）

後方支援拠点の設置の対応

④後方支援拠点の
設置場所の制限

・後方支援拠点は複数箇所のうちから選
定できることから，放射性物質の飛散状
況を踏まえて支援活動への影響が低い
場所を選定し，拠点設置が可能

再処理施設事故の影響を抑
制しつつ，後方支援拠点の設
置及び活動が可能

東海第二発電所

(株)日立パワーソリューションズ
勝田事業所

日本原子力発電(株)
地域共生部 茨城事務所

東京電力パワーグリッド(株)
茨城総支社 別館

東京電力パワーグリッド(株)
茨城総支社 常陸大宮事務所

(株)日立製作所
電力システム社日立事業所

東京電力パワーグリット(株)
茨城総支社 日立事務所別館

10km

20km

災害対策の後方支援拠点の候補地を異なる方位に複数確保
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＜別紙1＞ ①試験研究用等の原子炉施設の安全対策

試験研究用等原子炉施設の安全性確保の要求と対策 （設置変更許可取得済み）

JRR-３（高出力試験研究炉（熱出力50MW～500kW水冷却炉））

NSRR，STACY（低出力試験研究炉（熱出力500kW未満））

【新規制基準の要求事項】

○ 多量の放射性物質等を放出する事故の拡大防止

○ 自然現象に対する考慮（火山，竜巻，森林火災など）

○ 内部溢水に対する考慮 ○ 火災に対する考慮

○ 電源の信頼性 ○ その他の設備の性能

○ 耐震・耐津波性能（耐震重要度分類Ｓクラスの設備は，
基準地震動及び基準津波の策定）

 最新の知見に基づいた多量の放射性物質の放出事故への対策
◆炉内燃料が多量に損傷する事故を仮想したうえで，その防護対
策や影響緩和策

 竜巻などの自然現象や火災への防護
◆過去の記録を元に最大の竜巻（49m/s）を考慮して，施設周辺の
資材等の管理

◆施設周辺の草木の管理

 地震対策

◆ 原子炉建家等について，最新の知見の反映として現行の建築
基準法及びその関係法令に照らして改修

 竜巻などの自然現象や火災への防護
◆過去の記録を元に最大の竜巻（49m/s）を考慮して，施設周辺の
資材等の管理

◆施設周辺の草木の管理

 地震対策
◆ 原子炉建家等について，最新の知見の反映として現行の建築
基準法及びその関係法令に照らして改修

【新規制基準の要求事項】

○自然災害に対する考慮（火山，竜巻，森林火災など）

○ 内部溢水に対する考慮 ○ 火災に対する考慮

○ 電源の信頼性 ○ その他の設備の性能

○ 耐震・耐津波性能（耐震重要度分類Ｓクラスの設備なし）

・試験研究用等の原子炉施設においても，実用発電用原子炉における新規制基準の適合性審査と
同様に新規制基準への適合に係る対応が求められた。

・日本原子力研究開発機構（ＪＡＥＡ）が有する試験研究用炉は，高出力試験研究炉又は低出力試験
研究炉に分類され，実用発電用原子炉と比べ重大事故の対応までは求められていない。

・試験研究炉等の安全対策は以下のとおり。

○試験研究炉等の原子炉施設の新規制基準への適合状況
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 臨界事故を防止するための対策 （分離，回収したウランとプルトニウムは核分裂する性質を持つため）

◆ 濃度や質量の制限 ◆設備等の形状の制限 ◆中性子吸収材の使用

それぞれの工程に応じて，これらの方法を取り入れた対策を実施

 火災や爆発防止するための対策 （再処理の工程で，有機溶媒などの可燃性物質を使用する必要があるため）

◆ 有機溶媒の漏れを未然に防ぐ ◆引火点が高い有機溶媒の使用

◆検知器により速やかに火災を検知して消火設備により消火 など

再処理施設の安全対策 （実施済み；施設運転段階における対策）

 停電対策，放射性物質や放射線の漏えいの防止

◆放射性物質を扱う機械や設備はステンレス製の内張り，厚いコンクリート壁，二重底になった部屋で放射線を閉じ込め
◆建屋内部の気圧の管理により漏出の防止 ◆ タンクや配管には腐食に強い材料を使用 ◆ 被ばくの防止 など

＜別紙2＞ ②東海再処理施設の安全対策（１／３）

福島第一原子力発電所事故後を踏まえた緊急安全対策 （実施済み）

 冷却機能確保（高放射性廃液を冷やす冷却水供給手段多様化）

■ 発電機から冷却水ポンプ等への給電
■ ポンプ車の配備 ■可搬式ポンプ及びホースの配備

 電源確保（緊急時においても高台の発電機から重要機器へ給電）

■ 移動式発電機の配備 ■軽油タンクの設置
■ ローリー車の配備 ■ 商用電源の拡充

 事故時の対応（事故発生時においても確実な対応が図れる）

■ がれき撤去用の重機の配備 ■ 通信手段の多様化
■ 照明設備の配備 ■防護服の配備

 水素掃気機能確保（溶液が発する水素の掃気の手段の多様化）

■ 移動式発電機から排風機へ給電 ■可搬式空気圧縮機配備
■ プルトニウム溶液貯槽内の水素掃気窒素ガスボンベの配備

 浸水防止（津波等により需要な設備を浸水させない対策を実施）

■ 建屋開口部に浸水防止扉等の設置 ■低層階の窓の閉鎖
■ ダクト開口部の延長

 訓練（事故対応のための訓練を定期的に実施）

■ 移動式発電機へのケーブルつなぎ込み
■ ポンプ車からの給水

・東海再処理施設で実施済みの安全対策は以下のとおり。

○再処理施設の安全対策と原子力規制委員会東海再処理施設安全監視チームでの検討
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・東海再処理施設の廃止措置の進め方及び廃止措置期間中に東海再処理施設が計画している安全
確保対策は以下のとおり。

廃止措置の基本方針
（リスクの早期低減を優先課題とし，安全・確実に実施するため，高経年化対策等の安全性向上対策を重要事項として実施）

 保有する放射性廃棄物に伴うリスクの早期低減を当面の最優先課題とする

◆ 高放射性廃液貯蔵場（HAW）の安全確保 ◆ ガラス固化技術開発施設（TVF）におけるガラス固化
◆ 高放射性固体廃棄物の貯蔵庫（HASWS）の貯蔵状態の改善
◆ 低放射性廃棄物処理技術開発施設（LWTF）におけるセメント固化

 先行して除染・解体に着手する施設の工程洗浄，系統除染により分散している核燃料物質を集約しリスク低減を図る

◆ 分離精製工場（MP） ◆ ウラン脱硝施設（DN） ◆ プルトニウム転換技術開発施設（PCDF）
◆ クリプトン回収技術開発施設（Kr）
（これらの施設に貯蔵している使用済燃料等は，当面の貯蔵の安全を確保し，搬出先が確保できたものから随時施設外に搬出）

 高線量系の施設から段階的に除染・解体に着手し，順次低線量系の施設の廃止を進め，全施設の管理区域解除を目指す

 低レベル放射性廃棄物は，必要な処理を行い貯蔵の安全を確保。廃棄体化を進め，処分場操業開始後に随時搬出

 組織のバックエンド対策の体制の強化と再処理施設保安規定を定めて，最適化する

東海再処理施設の廃止措置計画書で示されている廃止措置期間中の安全機能の確保策
（リスクの早期低減を優先課題とし，安全・確実に実施するため，高経年化対策等の安全性向上対策を重要事項として実施）

 地震による損傷の防止（最大加速度952Gal（水平方向））

 津波による損傷の防止（浸水高さ.TP.+14.2mの評価に対し，建屋の浸水防止扉を設置（T.P.+14.4m））

 外部からの衝撃による損傷の防止（竜巻（風速100m/s），森林火災，火山（降下火砕物堆積厚50cm）など）

 浸水防止扉の設置，移動式発電機等の可搬型設備を高所に配備

 アクセスルート上の低耐震の冷却水配管等へのサポートの敷設

 緊急電源接続盤の２重化及び分散配置，漏えい液回収系の多重化 等

＜別紙2＞ ②東海再処理施設の安全対策（２／３）
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＜別紙2＞ ②東海再処理施設の安全対策（３／３）

出典：「再処理施設に係る廃止措置計画の変更認可申請について（概要）」
（令和元年１２月１９日 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所）より抜粋
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＜別紙3＞ 中央制御室の居住性確保

中央制御室
待避室

中央制御室換気系系統概要図 （重大事故時：閉回路循環方式）

○重大事故が発生した場合に，中央制御室の運転員の居住性を確保するため以下の設備を設ける。
・中央制御室換気系（既存設備）・・・中央制御室内の放射性物質の濃度の低減
・中央制御室待避室（新規）・・・・・・・・中央制御室内放射性物質濃度が高くなる一時的な状況下での被ばく低減

○中央制御室換気系（既存設備）
・中央制御室及び中央制御室待避室の運転員を過度の放射線被ばくから防護するため設置
・重大事故時には，閉回路循環方式＊で作動させることにより，放射線物質（よう素，粒子状物質）を除去しつつ外気
の中央制御室への直接流入を防止

＊給気隔離弁及び排気隔離弁を閉止して外気取り入れを遮断，フィルタユニットを通気

・閉回路循環方式で作動させ外気を遮断
・フィルタで放射性物質を除去

中央制御室換気系の閉回路循環
方式を継続した場合の環境影響

中央制御室の運転員の滞在人数・呼
吸量と中央制御室への空気流入量
（0.4回／h※）の関係より，閉回路循環
方式を長期間継続した場合でも，酸
素濃度及び二酸化炭素濃度は中央
制御室での作業環境に影響を与えな
い範囲に留まることを確認している。

※中央制御室内への空気流入量が少ない
ほど酸素濃度は低く，二酸化炭素濃度は
高くなるため，評価条件として空気流入率
測定試験結果（0.47回／h）に対して保守
的に0.4回／hと設定

・給気隔離弁及び
排気弁隔離弁を閉止

・フィルタユニット
に通気，放射性
物質を除去
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○プルーム通過時，中央制御室に留まる運転員は待避室に滞在

○中央制御室待避室の遮蔽は鉛壁20mmと同等以上の遮蔽能力
を期待できるコンクリート壁（395mm以上）とし，ガンマ線による外
部被ばくを低減

○中央制御室待避室は空気ボンベにより正圧化。放射性物質の
待避室内への流入を防止し，中央制御室に留まる運転員の被ば
くを低減。中央制御室待避室内の正圧確認のため差圧計を設置

〔主な設備仕様〕

○収容要員 3名（待避時間 5時間＊）

○中央制御室待避室空気ボンベユニット（空気ボンベ）

本 数 ： 13（予備7） 容 量 ： 約47L/本
＊格納容器圧力逃がし装置作動時の放射性プルームの通過時間を上回る時間

空気ボンベ

中央制御室

待避室

正圧

＜別紙3＞ 中央制御室の居住性確保

○中央制御室待避室
炉心損傷が発生した重大事故時において，格納容器圧力逃がし装置を作動させた際の放射性プ
ルーム（気体状の放射性物質の雲）の影響による中央制御室の運転員の被ばくを低減させるため，
中央制御室待避室を設置
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・チェンジングエリア内はテントハウスの壁，シートにより間仕
切りする。中央制御室にアクセスする階段の周囲は扉付の
シートにより二重に区画し，中央制御室への汚染の流入を
防止する。

・更なる汚染拡大防止対策として，可搬型空気浄化装置によ
りクリーンエリアへの汚染の流入を防止する。

・チェンジングエリアの照明は可搬型照明（ＳＡ）により確保

＜別紙3＞ 中央制御室の汚染拡大防止対策

○外部の放射性物質汚染時の中央制御室の汚染拡大防止のため，耐震性を有する原子炉建屋内の
区画にチェンジングエリアを設営

チェンジングエリアレイアウト

（汚染拡大の防止）

・原子炉建屋付属棟内にチェンジングエリアを以下の構成でテント
ハウス及び扉付シート壁により区画して設置

①作業服の着替えを行う脱衣エリア
②身体の汚染検査を行うサーベイエリア
③身体に付着した放射性物質を除く除染エリア
④中央制御室への放射性物質の持込を防止するクリーンエリア

・チェンジングエリアと中央制御室の間を気密扉で区画

①

②

③

④
中央制御室チェンジングエリアの設営場所
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＜別紙3＞緊急時対策所設備の概要 必要な要員の収容

災害対策本部室のレイアウト（緊急時対策所建屋２
階）

重大事故等時に対処するために必要な指示を行う要員数

要員 考え方 人数 合計

発電所災害
対策本部長
他

重大事故等に対処するための指揮を行うために
必要な本部要員は本部長，本部長代理，原子炉
主任技術者がとどまる。

4名

48名
各班本部員，
班長

各班については，本部長からの指揮を受け，重大
事故等に対処するため，各本部員及び各班長が
とどまる。

20名

交替要員
上記，本部長，本部長代理，原子炉主任技術者
の交替要員4名，及び各班の本部員，班長の交
替要員20名を確保する。

24名

廃止措置本
部員，班長

廃止措置班の要員については，本部長からの指
揮を受け，プラント状態の把握及び対策本部への
インプット，事故の影響緩和・拡大防止に対処す
るために，本部員及び班長がとどまる。

4名 4名

原子炉格納容器の破損等による発電所外への放射性物質の拡散を
抑制するために必要な要員数

要員 考え方 人数 合計

運転員
（当直員）

プルーム通過時には，3名※が中央制御室待避室，
4名が緊急時対策所に退避する。

4名

18名

運転班
要員

格納容器ベント
対応

格納容器ベントの現場対応(第二
弁操作室に待避)

－

保修班
要員

水源確保・注水
ﾎﾟﾝﾌﾟ車による使用済燃料ﾌﾟｰﾙ
への水の補給操作，水源確保

2名

電源供給・確保 電源車の運転操作・監視 2名

放射性物質の拡
散抑制対応

・可搬型代替注水ポンプ車（放水
用）のポンプ操作・監視（2名）
・放水砲設備の操作，管理（2名）

4名

燃料の給油 ﾎﾟﾝﾌﾟ車等の可搬型設備への燃
料給油

2名

放射線管
理班要員 モニタリング 作業現場の放射線モニタリング 4名

緊急時対策所には，重大事故等時に
対処するために必要な指示を行う要員
及び原子炉格納容器の破損等による
発電所外への放射性物質の拡散を抑
制するために必要な要員を含め，最大
１００名を収容できる設計とする。

・災害対策本部室 ：約350ｍ２

・宿泊・休憩室 ：約70ｍ２

※緊急時対策所外に待避する要員

○緊急時対策所は，重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員に加え，原子炉格納容器の
破損等による発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための対策に対処するために必要な数の
要員を含め約100名を収容できる設計とする。
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＜別紙3＞緊急時対策所設備の概要 遮蔽設備及び換気設備等設計

名 称 設備構成・目的等

【遮蔽設計】
・重大事故等時において，対策要員が事故後７日間とどまっ
ても，換気設備等の機能とあいまって，実効線量が
100mSvを超えないよう，建屋外壁，天井，壁及び床は十分
な厚さの遮蔽（コンクリート）を設ける。
また，外部扉又は配管その他の貫通部については，迷路
構造等により，外部の放射線源を取り込まないように考慮
した設計とする。

【非常用換気設備】
・緊急時対策所非常用送風機
・緊急時対策所非常用ﾌｨﾙﾀ装置

・重大事故等の発生により，大気中に大量の放射性物質が
放出された場合においても，空気を浄化する設備を配備し，
緊急時対策所にとどまる対策要員の居住性を確保する。
・必要なファン容量及びフィルタ容量を有するものを予備を
含めて2系統設置する。

【加圧設備】
・緊急時対策所

・プルーム通過時の対策要員への被ばく防止対策として，緊
急時対策所等を加圧することりより放射性物質の侵入を防
止する。（空気ボンベ本数320本(予備80本)を配備）

遮蔽設計及び換気設備等の設計

緊急時対策所 遮蔽設計（断面図）

○緊急時対策所の重大事故等時の対策要員の居住性が確保されるように，建屋に適切な遮蔽設計及
び換気設計等を行う。緊急時対策所災害対策本部室は重大事故等時において必要な対策活動が
行え，またプルーム通過中においても必要な要員を収容可能な設計とする。
(1)遮蔽設計
重大事故等において，対策要員が事故後7日間とどまっても換気設備等の機能とあいまって，実効線量が100mSv
を超えないよう天井，壁及び床には十分な厚さの遮蔽(コンクリート)設計とする。

(2)換気設計等
重大事故等の発生により，大気中に大規模な放射性物質が放出された場合においても，対策要員の居住性を確
保するために，空気浄化をする設備を配備する。また，希ガスの放出を考慮し，プルーム通過中は空気ボンベにより
緊急時対策所等内を加圧する設備を配備し，希ガス等の侵入を防止する。
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緊急時対策所
換気空調設備系統図

・左図の系統の運転状態は，特
に外部の放射性物質濃度が上
昇した際の「プルーム通過時加
圧運転（災害対策本部加圧
モード）」の運転状態を示す。

・放射性プルームの通過中，緊
急時対策所等の要員が滞在を
続けるエリアは，加圧設備（空
気ボンベ）により加圧を続け，
放射性物質の侵入を防止する。

＜別紙3＞緊急時対策所設備の概要 遮蔽設備及び換気設備等設計

○緊急時対策所の換気空調設備の系統概要を示す。換気空調設備は，送風機，排風機，非常用フィル
タ装置，加圧設備（空気ボンベ）等を備え，外部の放射性物質濃度に応じて系統の運転状態を切り替
え，緊急時対策所等の要員が滞在するエリアの放射性物質濃度を低減させる機能等を有する。
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＜別紙3＞災害対策要員の現場作業における放射線防護具類

名称
（ ）内は防災業務
計画の名称

従来から備えている放射線防護具類

（防災業務計画に定める

防災用資機材及び防災関連資機材）

今後備えることとしている放射線防護具

配備数※１

配備数 保管場所 緊急時対策所建屋 中央制御室

電子式個人線量計 57台 緊急時対策室建屋 333台 33台

タイベック

（汚染防護用装備）
57組 緊急時対策室建屋 1,166着 17着

靴下 ―※2 ― 2,332足 34足

帽子 ―※2 ― 1,166個 17個

綿手袋 ―※2 ― 1,166双 17双

ゴム手袋 ―※2 ― 2,332双 34双

全面マスク

（ダスト・マスク）
57個 緊急時対策室建屋 333個 17個

チャコールフィルタ 114個 緊急時対策室建屋 2,332個 34個

アノラック

（ＰＶＡスーツ）
57組 緊急時対策室建屋 462着 17着

長靴 ―※2 ― 132足 9足

胴長靴 ―※2 ― 12足 9足

高線量対応防護服 10着 緊急時対策室建屋 15着 ―

セルフ・エアー・セット 4台 サービス建屋 ― ―

自給式呼吸用保護具 ― ― ― 9式

放射線防護具類の種類と数量を増やし，外部からの支援なしに事故発生後7日間の活動に必要な数
を地震，津波，その他の自然現象による影響を受け難く居住性の確保された緊急時対策所建屋等に
配備する。

※1 今後，必要に応じて訓練等で見直しを行う。
※2 防災用資機材として位置付けてはいなかったが，通常時より配備している装備を適宜使用することとしていた。

保管場所の配置

従前の考え方 今後の考え方

防護具の
数量

原子力災害対策特別措置法を基に，必要な数量の算出。
事故対応の要員数に対し，凡そ３日以上の数量を確保。

事象発生後７日間は外部からの支援を受けなくても，継続して事故収束の対応に当
たれる数量を確保する。

防護具の
保管場所

事故対応の要員の活動拠点となる場所に保管し，迅速な
活動に支障を及ぼさないよう考慮。

従前の考え方に加えて，地震及び津波等の自然災害並びに重大事故等の影響を受
け難い場所を保管場所とする。
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＜別紙3＞災害対策要員の現場作業における放射線防護具類

重大事故等時，現場では作業環境が悪化していることが予想され，災害対策要員は環境に応じた
放射線防護具を着用する必要がある。災害対策要員は，下記に定める着用基準に従い，これらの
放射線防護具の中から必要なものを装備し，作業を実施する。

有効性評価では，防護具を着用基準に従って装備し現場作業を実施することとしている。例えば，
「格納容器バイパス（インターフェイスシステムLOCA）」の場合，高湿度環境下での現場作業が想定
されることから「高湿度環境下で着用する防護具」を装備し，作業を実施する。

「火災発生時における防護具」及び「薬品影響時における防護具」で示す防護具は，装備が必要とな
る状況は限定されるものの，状況に応じて「事故対応時に原則着用する防護具」と併せて装備する。

・いずれの場合でも湿潤状況下で作業を行う場合は，長靴又は胴長靴及びアノラッ

クを追加で着用するとともに，高湿度環境下で作業を行う場合は，全面マスクの代

わりに自給式呼吸用保護具等を着用する。

・作業後は，放射線管理班長の指示に従って，脱衣，汚染検査及び必要に応じて除

染を実施する。

・ 高線量対応防護服（遮蔽ベスト）は，移動を伴わない高線量作業時に着用する。

※２：炉心損傷の進展防止及び格納
容器破損防止のための以下の
操作を実施する場合に限り，全
面マスク，綿手袋及びゴム手袋
のみ着用し操作を行う。

① 原子炉への注水操作

② 格納容器スプレイ操作及びペ
デスタル（ドライウェル部）への
注水操作

※１：以下のいずれかの事項となった場合を示す

① 格納容器雰囲気放射線モニタでドライウェル又はサプレッショ
ン・チェンバ内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ
線線量率の10倍以上となった場合，又は格納容器雰囲気放射線
モニタが使用できない場合に原子炉圧力容器温度計で300℃以
上を確認した場合

② モニタリング・ポスト ≧ 5μSv/h
③ 敷地境界5μSv/h相当の排気筒濃度検出
④ 災害対策本部からの情報

事故発生

災害対策要員（現場作業を行う要員）参集

個人線量計の着用

Yes

全面マスク，綿手袋，ゴム手袋を着用

全面マスク，綿手袋，
ゴム手袋，タイベックを着用

緊急を要する作業※２か

No

Yes
全面マスク，綿手袋，
ゴム手袋，タイベックを携行

アクセス及び作業場所
で身体汚染の可能性が

あるか

炉心損傷の兆候※１

があるか

No No

Yes
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＜別紙3＞災害対策要員の現場作業における放射線防護具類

全ての事象において
着用する防護具

事故対応時に
原則着用する防護具

湿潤状況下または高湿度環境下で
着用する防護具

高線量状況時に
着用する防護具

タイベック

全面マスク

・綿手袋
・ゴム手袋

自給式呼吸用
保護具※１

アノラック

胴長靴

長靴

高線量対応
防護服

（遮蔽ベスト）※２

有効性評価の事故
シーケンス
グループ等

防 護 具※３

【カテゴリー１】※４

・高圧注水・減圧機能喪失
・原子炉停止機能喪失
・反応度誤投入

【カテゴリー２】※５

【カテゴリー１】及び
【カテゴリー３】以外の事
故シーケンスグループ
等

【カテゴリー３】

・全交流電源喪失 （長期ＴＢ/ＴＢＤ，ＴＢＵ/ＴＢＰ）

・格納容器バイパス （インターフェイスシステムLOCA）
・津波浸水による最終ヒートシンク喪失
・雰囲気圧力・温度による静的負荷
（格納容器過圧・過温破損）（代替循環冷却系を使用できない場合）

・崩壊熱除去機能喪失 （残留熱除去系の故障による停止時冷却機能喪失）

事故対応時に
原則着用する防護具 - ○ ○

湿潤状況下又は高湿度環
境下で着用する防護具 - - ○
※３ 「火災発生時における防護具」及び「薬品影響時における防護具」で示す防護具は，装備が必要となる状況は限定されるものの，状況に応じて「事故対応時に原則着用する

防護具」と併せて装備する。

※４ カテゴリ－１では中央制御室での操作のみを想定していることから，現場操作がなく，防護具の着用は想定していない。

※５ カテゴリー２では屋外のみ現場操作を想定していることから，建屋内の湿潤状況下または高湿度環境下での現場操作はなく，湿潤状況下または高湿度環境下で着用する
防護具の着用は想定していない。

※２ 高線量対応防護服（遮
蔽ベスト）は，移動を伴
わない高線量作業時に
着用する。

個人線量計

※１ 高湿度環境下で作業を
行う場合は，全面マスク
の代わりに自給式呼吸
用保護具を着用する。
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＜別紙3＞災害対策要員の現場作業における放射線防護具類

放射線防護具類の着用訓練

事故が発生した場合に速やかに放射線防護具類を着用できるように定期的に着用訓練を行う。

なお，全面マスクの着用訓練では，正しく着用できていることの確認として，フィッティングテスターを
用いた漏れ率測定を行っており，漏れ率（フィルタ透過率を含む）2％※以下を満足することとしている。

※中央制御室の居住性に係る被ばく評価で用いたマスクによる防護係数（DF50）を担保する値として設定。

フィッティングテスター（着用訓練風景）
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＜別紙3＞シビアアクシデントの状況（高線量，暗闇等）を想定した訓練

放射線防護具及び資機材等を使用し，様々な状況を想定した訓練を実施
以下のような様々な悪条件を考慮して訓練を実施

・ 悪天候（降雨，降雪，荒天等の天候） ・ 作業環境（夜間・暗闇，高線量環境下）

現場環境の放射線量の上昇が予測される対応に係る訓練は，放射線防護具類

（タイベック・全面マスク）を着用して実施

訓練により，防護具等を着用が，操作者の動作及び操作時間に有意な影響を及ぼ
さないことを確認

訓練により，暗所環境での照明器具を用いた操作が，操作者の動作及び操作時間
に有意な影響を及ぼさないことを確認

放射線防護具類を着用した訓練の一例 可搬型照明を用いた訓練の一例

可搬型代替注水ポンプ車の設置・運用

可搬型代替低圧電源車の設置・運用

暗所環境下での可搬型
代替注水ポンプ車の設
置・運用

可搬照明を使用した状態
での弁の開閉操作

前年度の訓練実績を

踏まえて次年度の訓

練計画を策定し，要員

が各訓練を満遍なく経

験するようにしている。
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放射線量の測定（モニタリング・ポスト（既存設備），可搬型モニタリング・ポスト）
モニタリング・ポストが機能喪失した場合は，可搬型モニタリング・ポストにより放射線量の代替測定
を行う。また，モニタリング・ポストの設置されていない海側等に可搬型モニタリング・ポストを設置し，

放射線量を測定する。なお，可搬型モニタリング・ポストは，原子炉建屋から放出される放射性物質
を監視できるよう原子炉建屋を中心とした８方位に設置する。

＜別紙4＞監視測定設備（既存設備及び新規設備）
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放射性物質の濃度の測定（放射能観測車（既存設備） ，可搬型放射能測定装置）

放射能観測車が機能喪失した場合は，β線サーベイ・メータ等の可搬型放射能測定装置に
より，空気中の放射性物質の濃度の代替測定を行う。また，可搬型放射能測定装置により，
土壌中や水中の放射性物質の濃度を測定する。

＜別紙4＞監視測定設備（既存設備及び新規設備）

論点No.60-29



＜別紙4＞ 災害対策要員の非常招集

発電所構内への参集ルートは，敷地の特性を踏まえ，複数の参集ルートを設定することで，参集の
確からしさを向上

発電所の参集には必ず国道245号線を通過するため，
同国道の交通状態及び道路状態によりアクセス性に影
響を受けないよう，通行距離を短くするとともに，各参集
ルートの進入場所を離して複数設定

敷地入口近傍にある送電鉄塔の倒壊による障害を想定
し，鉄塔が倒壊しても影響を受けない参集ルートを設定

敷地高さを踏まえ，津波による影響を受けずに緊急時対
策所に参集できるルートを設定

上記の考え方に基づき，以下の参集ルートを設定し，各参集
ルートの状況を踏まえて安全に通行できるルートを選定する。

参集ルート 特 徴

正門ルート 通常，発電所に参集するルート

代替正門ルート 敷地入口の送電鉄塔が倒壊した場合の迂回ルート

北側ルート 敷地入口が通行できない場合の代替ルート

南側ルート
敷地入口及び北側ルートが通行できない場合に，隣接する
他機関の敷地内を通行する代替ルート

西側ルート
津波の影響により他ルートが通行できない場合に，隣接する
他機関の敷地内を通行する代替ルート①

南西側ルート
津波の影響により他ルートが通行できない場合に，隣接する
他機関の敷地内を通行する代替ルート②

隣接する他機関とは，通行に係る運用及び参集ルート
に影響する障害物の撤去等に係る運用について取り決
めの締結を合意

発電所構内への複数の参集ルート設定
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○放射線管理資機材等

緊急時対策所内には，外部からの支援なしに７日間の活動を可能とするための各種資機材等を配

備する。

緊急時対策所に配備する主な資機材等

緊急時対策所エリアモニタの仕様

配備する資機材等の保管場所

＜別紙5＞ 緊急時対策所設備の概要 放射線管理資機材等

論点No.60-31



＜別紙6＞発電所への支援 （社内の発災事業所への支援）

東海第二発電所

(株)日立パワーソリューションズ
勝田事業所

日本原子力発電(株)
地域共生部 茨城事務所

東京電力パワーグリッド(株)
茨城総支社 別館

東京電力パワーグリッド(株)
茨城総支社 常陸大宮事務所

(株)日立製作所
電力システム社日立事業所

東京電力パワーグリット(株)
茨城総支社 日立事務所別館

10km

20km

本店
災害対策本部

東海第二発電所
災害対策本部

原子力事業所
災害対策支援拠点

資機材，要員等の支援

報告

指示・支援
要請支援

原子力事業所災害対策支援拠点 体制図原子力事業所及び原子力事業所災害対策支援拠点の位置

本店対策本部長（社長） 統括管理

後方支援班副班長 後方支援班班長の補佐

後方支援班

【後方支援業務】
○状況把握・拠点選定・運営 ○資機材調達・受入
○輸送計画の作成 ○調達資機材の作成
○要員・資機材の放射線管理 ○要員の入退管理
○住民避難行動等状況把握 ○スクリーニング計画の作成
○避難住居要請対応計画作成
○国，自治体と連携した汚染検査，除染計画作成

後方支援班班長 原子力事業所災害対策支援拠点の運営

防災組織全体図

発電所外からの支援に係る対応拠点となる候補地点を，原子力災害発生時における風向及び放射性物
質の放出範囲等を考慮して，方位，距離（約20km圏内外）が異なる６地点を選定

原災法10条に基づく通報の判断基準に該当する事象が発生した際には，本店対策本部長は支援拠点の
設置を指示し，支援拠点の責任者を指名し，要員を派遣して支援拠点を設置

支援拠点の責任者は外部支援計画※に基づき，災害対応状況等を踏まえながら，発電所，本店及び関係
機関と連携し，発電所の災害対策活動の支援を実施

※外部支援計画 ：発電所が必要とする支援事項を踏まえた，原子力事業所災害対策支援拠
点への要員の派遣計画や資機材や消耗品の調達及び輸送計画を指す。

支援拠点の分散配置

論点No.60-32
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1)  J.P.Mercier et al,, IAEA-TECDOC-711, 95 (1993). 
2)  M. Philippe eat al., NUREG_CP-0116-Vol.2(1991) 
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5  
ST= MAR DR ARF RF LPF 
ST   (Bq) 
MAR: (Bq) 
DR :MAR  
ARF :  
RF   :  
LPF  :  

LPF LPF2 LPF3 LPF4 

LPF LPF2 LPF4  
LPF3 0.05 

De=ST X/Q Vg K T 

De  : (Sv)  
Vg   : (m/s  
K   : (Sv/y/(Bq/m2)) 
T  : (y) 

Di  : (Sv) 
X/Q: (s/m3) 
R   : (m3/s) 
H   : (Sv/Bq) 

Di=ST X/Q R H 

 
MAR 

ARF 

LPF1 
  

LPF2 
 

LPF3 
 

LPF4 
 

Dc  : (Sv) 
K   : (Sv/Gy) 
D/Q: (Gy/Bq) 
Q   : 0.5MeV Bq  

Dc=K D/Q Q 
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1) 45,000 4.5wt 38
ORIGEN2 0.4 (Ru/Rh:1.7 FP:1.1 Am,Cm )  

 
2) ICRP Pub.107  
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Ru( ) 
FP  

 

H2O H2O 
H2O 

(  
Borkowski, R., Bunz, H. and Schock Resuspension of Fission  

Products during Severe Accidents in Light-Water  

/ 
 

d h  
ARF 1E-4  

d ARF 2E-5  
JAEA 2014  
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 RuO4 RuO2  
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1)  ICRP Pub72 Type Type S M F  
2) Type S  

 RuO2 -2 2/3 Type M  
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1) T. Kodama et al Nuclear Technology, 172, 77(2010). 
2) T. Kodama et al Nuclear Technology, 180, 103(2012). 
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【論点No.60】

【県民意見（頂いたご意見・特に関心のある事項）】

No.111

政府も言うように，世界一厳しい審査を受けているなんて言っていますけれども，東海で事故が起きないというふう
に本当に言い切れますか。私は，規制委員会が，特に東海第二原発に多くの職員を割いて再稼働に間に合うような
体制をとったという意味で，その独立性にも若干疑いを持っております。特に，東海村には，狭い松林の中にたくさん
の原子力施設が集中していて，原発ばかりではなくて，原子力開発機構の特に再処理工場のこれから取り壊す作業
のあの現場などの杜撰さがかなり報道で多く知っております。

原発だけを見ても，その地続きのお隣で例えば水素爆発などが起こるなどということは想定できているわけですから，
これでもって原子力が集中立地しているところに，原発ばかりではなくて，自然災害と連動したような事故が起こった
場合，本当に周辺住民の安全という立場で考えているのかという疑問を持ちます。

集中立地の問題と，対策としてやったものが本当にそれで万全だという認識でいるのかどうか。とりあえずその点に
ついて伺います。

No.148

複合災害対策（再処理施設の事故で放射性物質が原発にきたときの対策），

No.195

となりに再処理工場などあり複合災害のおそれ

論点に対応する委員からの指摘事項等及び県民意見

＊委員指摘事項等及び県民意見は第15回ワーキングチーム
（令和元年6月26日）資料3-1及び資料3-2に基づく

近隣の原子力施設（再処理施設等）における重大事故等発生時の東海第二発電所への影響につい
て

指摘事項等・県民意見に下線を記載

対応する資料頁数等を 内に記載

P.2-67

P.2-67

P.2-67

P.2-67

P.2-67

論点No.60-68



【県民意見（頂いたご意見・特に関心のある事項）】

No.203

86ページをお願いします。

近接の原子力施設からの影響という問題で，再処理施設が何か起こった場合に，それが東海第二原発に影響を及ぼ
さないのかどうかという問題です。

今，86ページの説明で，下のほうの段落ですね。よくわからないんですけれども，こんなふうに書いてあります。東海
再処理施設は廃止措置中であること，つまり，廃止措置中だから危険性はないというふうにも受け取れるんですけれ
ども，そんなことはありませんよね。再処理施設を今，廃止措置にするのに，申請を出させて，その検討を加える。そ
れより以前の５年前から，危険だからというので，高レベル廃液と，それから，プルトニウム溶液の固体化する作業を
やっていましたね。明らかにこれは危険だからでしょう。そして，現在，まだ，例えば高レベル廃液については360立方
メートルぐらいの量の廃液がまだ残っていて，大変危険だと。これは冷却をし，そして，水素掃気をしなければ水素が
たまっていくと。そしてまた，温度もどんどん上がっていくというような危険性を抱えているわけでしょう。絶えず今も冷
却し，水素掃気をしているわけですね。だから危険なわけでしょう。そこについてまずお伺いします。

再処理施設は，今も言いましたように，絶えず熱をまだ発しているわけですよね。そして，水素も出ているわけでしょ
う。それが一定の量にたまったら水素爆発が起こるということは，機構のほうの廃止措置施設の検討の中でも言われ
ていることなわけで，絶えず危険な状態にあるということですよね。もし爆発事故が起こったら，そこで出される放射能
というのは，東海再処理施設までわずかに2.8キロメートルですから，この爆発によって起こった放射能雲というのは
東海第二原発に直ちに届いちゃうでしょう。これがもたらす影響というのは大変大きいんじゃないかというふうに思うん
ですね。

改めて考えてみますと，東海再処理施設と東海第二原発というのは同じ太平洋の海岸線上に並んでいるわけです
よね。わずかに2.8キロですよ。５キロ未満です。

論点に対応する委員からの指摘事項等及び県民意見

＊委員指摘事項等及び県民意見は第15回ワーキングチーム
（令和元年6月26日）資料3-1及び資料3-2に基づく

P.2-67

P.2-67

P.2-67
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【県民意見（頂いたご意見・特に関心のある事項）】

No.203（続き）

東海第二のほうは，先ほどの説明にありましたように，17.1メートルの津波を想定して，それで20メートルの防潮堤を
つくると言っているわけでしょう。東海再処理施設のほうは防潮堤をつくらないわけですよ。そうすると，17.1メートルの
やつはストレートに東海再処理施設を襲うということになるわけですね。

東海再処理施設というのは東海第二原発より古いんですよ。40年以上たっているんです。いろいろな問題がいっぱい
ある。しかも東海第二原発の原子炉建屋のように堅固につくられている施設じゃないですよ。津波が襲ったらどうなる
かということを心配するわけです。そのことを検討したんですか。検討した証拠はどこにもないじゃないですか。教えて
ください。

全然納得できませんね。ここで書かれているのは，申請施設に係る審査において考慮すると書いてありますでしょう。
東海第二原発にとって，東海再処理施設が何か起こったときに東海第二原発に影響を及ぼさないのかどうかというの
は，これは申請施設の審査において考慮すると書いてあるわけでしょう。だから，あなた方が考慮しなければいけな
いのですよ。考慮したという何の証拠もないじゃないですか。たった86ページのこのポンチ絵だけしか提供していない
というのはおかしいでしょう。どういう検討をしたのかというきちんとしたデータを出してください。そうじゃない限り，許
可をもう１回取り消してください。そういうふうに要求します。

No.229

使用済み廃液（どんどん増えていくので）については（質問にも出てましたネ。こっちの方が恐い位です）調べてはない
のですか（ドラム缶の腐敗など）

No.237

・Ｐ.86近接の原子力施設からの影響 ― 再処理施設が廃止措置中であるから安全だという根拠は？工学的な判断
のエビデンスは？→質問が出たとおり，そうだ，データを示せ！

論点に対応する委員からの指摘事項等及び県民意見

＊委員指摘事項等及び県民意見は第15回ワーキングチーム
（令和元年6月26日）資料3-1及び資料3-2に基づく

P.2-67

P.2-67

P.2-67

P.2-67
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【県民意見（頂いたご意見・特に関心のある事項）】

No.264

あえて，周辺の産業立地状況を外している様に思えました。

No.281

②東海第二発電所審査説明の中で「東海再処理施設」に対し，地震・津波対策が考慮されておらず，今日現在被災し
た場合致命的な被害が生じる。←直ちに対処すべき。

No.302

・2.8kmの所に再処理工場があり停止したものの非常に危険性あり。再処理工場が事故を起こしても，第二原発への
影響，またその逆，東海第二が事故ことに爆発炎上した場合の爆発炎上。

No.304

・複合災害に対処出来るのか，東海村には原電の東海第２だけでなく，数多くの研究施設があり複合災害が心配で
ある。

No.307

今日，説明になかった部分なんですけれども，資料には86ページになっています。近隣原子力施設からの影響とい
うところなんですけれども，基本的な考え方ということで，他の外部の事象と同様に，申請施設に関わる審査において
考慮すると。だから，周辺の原子力施設の事故からの影響を考慮するというふうに考え方として言っているわけです。

ここに東海第二原発から2.8キロのところには再処理施設があるわけです。今，再処理施設では高レベルの廃液を
冷却しながら保っていると。一番危険なところだと思うんですけれども，そこには防潮堤はつくる予定はないわけです
ね。ですから，ここで，この影響について，十分小さいと工学的に判断したと。一定の距離があるというふうに言ってい
るんですけれども，何の根拠で一定の距離というふうにしているのかと。十分に影響がないという，工学的に判断した
と。ここのところを説明してください。

論点に対応する委員からの指摘事項等及び県民意見

＊委員指摘事項等及び県民意見は第15回ワーキングチーム
（令和元年6月26日）資料3-1及び資料3-2に基づく

P.2-67

P.2-67

P.2-67

「外部事象対策」参照

P.2-67

P.2-67
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【県民意見（頂いたご意見・特に関心のある事項）】

No.338

１．複合災害対策（とくに再処理施設の危険性）P.86 廃止措置中でも危険だと知らないようだ。

No.502

⑤再処理施設が「廃止措置中だから問題ない」としてしまっていること。その工学的判断の根拠がわからないこと。

No.618

P.86再処理施設の危険性は「工学的に判断した」とあるが，根拠が示されていない。廃止措止中だから，という根拠は
誤り。機構はまだ危険性の結論を出していないのではなかったか。

No.331

近隣原子力施設からの危険な事象の対策必要。

No.802

次に長さだが，原発から約２．８ｋｍの海岸沿いに，実験用原子炉や大強度陽子加速器施設，そして再処理工場が立
ち並んでいる。津波（水）はそれらの施設も襲うだろうから，防潮堤を延長すべきだ。東海村や那珂市など原発の周辺
には，中小の核施設がたくさんある。そういう点で福島とは異なる。どこに水が入っても困る。「敷地周辺の状況」の安
全を図るため，複雑な多重事故を防ぐため防潮堤を再処理工場まで延長すべきだ。

No.827

<隣接原子力施設の対策がない>

例えば，再処理施設の津波対策は不十分である。

論点に対応する委員からの指摘事項等及び県民意見

＊委員指摘事項等及び県民意見は第15回ワーキングチーム
（令和元年6月26日）資料3-1及び資料3-2に基づく

P.2-67

P.2-67

P.2-67

P.2-67

P.2-67

P.2-67
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【県民意見（頂いたご意見・特に関心のある事項）】

No.831

東海第二原子力発電所の安全対策に関する科学的・技術的な意見

（１）安全対策に関する茨城県固有の心配な事項

東海第二原子力発電所は人口密集地に立地し，様々な施設・設備が老朽化していること，また，極めて放射能が濃
縮された高レベル放射性廃液を液体のままタンクで保管している再処理施設が近隣に存在していることから，事故時
における放射性物質の大気放出とそれに伴う住民の被ばく及び環境汚染が最も心配である。

その一方で，上記のような人口密集地域に立地し，再処理施設が近くに存在するという茨城県に固有の問題点は，
新規制基準に対する適合性の審査では確認されていない。

このため，現在，茨城県が，原子力安全対策委員会において独自に進めている検証作業の中で，東海第二の安全
対策の妥当性を確認することは，県民の生命財産を守り，県民が安心して生活するうえで極めて重要である。また，
この検証結果を報告書として公開してほしい

論点に対応する委員からの指摘事項等及び県民意見

＊委員指摘事項等及び県民意見は第15回ワーキングチーム
（令和元年6月26日）資料3-1及び資料3-2に基づく

P.2-67

P.2-67

論点No.60-73



【県民意見（頂いたご意見・特に関心のある事項）】

No.833

（３）東海第二発電所と再処理施設の同時被災

東海第二は再処理施設から２．８ｋｍしか離れていないため，地震や津波などで同時に被災した場合には，廃止中
かどうかに拘わらず，それぞれ一方から放出される放射性物質によって，他方が重大な影響を受けるおそれがある。

現在，再処理施設では，国内で発生した使用済み燃料を再処理した結果，放射能を濃縮した高レベル放射性廃液
として，約４００ｍ３の廃液をステンレス製タンクで保管している。今後，流れ出ないようにガラスに混ぜて固化する計
画であるが，当面はタンク保管のままである。この高レベル放射性廃液は，常に冷却しなければ発熱によって蒸発・
沸騰・溶融し，大量の揮発性放射性物質が大気中に放出されるおそれがある。また，万一，タンクが破損すれば，廃
液が施設外へ流出すおそれがある。さらに，タンク上部の空気を常に排出しなければ，水素爆発を起こし，タンクが破
損して廃液が流出したり，放射性物質が大気中に放出されるおそれがある。こうして放射性物質が大気中に放出され，
或いは，高レベル廃液が施設外へ流出すれば，広い地域で重大な汚染が発生する恐れがある。この場合，例えば，
東海第二では要員や資機材の移動及び確保等が困難となり，最終的には，施設の維持や安全確保ができなくなる可
能性がある。東海第二は再処理施設から２．８ｋｍ離れており，事故が発生しても受ける影響は十分小さいと工学的
に判断したとあるが，その内容が疑問である。両施設が同時に被災した場合，相互にどのように影響するかについて，
茨城県による検証の中で確認してほしい。

論点に対応する委員からの指摘事項等及び県民意見

＊委員指摘事項等及び県民意見は第15回ワーキングチーム
（令和元年6月26日）資料3-1及び資料3-2に基づく

P.2-67

P.2-67

論点No.60-74



【県民意見（頂いたご意見・特に関心のある事項）】

No.891

●東海第二原発と東海再処理工場との複合災害対策

東海第二発電所からの５㎞圏内に１０を超える原子力関連施設が存在し，その施設と東海第二発電所で過酷事故が
起きた場合の複合災害の危険性が大きいという事です。とりわけ東海第二発電所からわずか２．８㎞のところにある
東海再処理工場内には多くの放射性廃棄物が存在し，中でも一番危険なのは，今までの再処理により発生した高レ
ベル放射性廃液（約４００立方メートルある）です。この廃液は，ステンレス製の容器５基により保管されていますが，
常時冷却を要するほどの崩壊熱を出しているので常時冷却が必要です。もし電源を喪失し冷却が止まれば，最短57
時間で沸騰して放射性物質が拡散する上，最短42時間で水素が爆発する濃度に達するとされています。

東海再処理工場は2018年６月13日に廃止措置計画が認可されましたが，防潮堤等の設置はされません。ガラス固化
の完了までに20数年（廃止措置の進め方より）かかりこの間に大地震や大津波が到来した場合，東海第二原発と東
海再処理工場の複合災害の危険性が大でありますが，その対策が明確でない。

No.903

１．東海第二原発から2.8㎞の東海再処理工場があります。

当日渡された「東海第二発電所に関する審査の概要」のP14～災害の地震，津波の他に外部からの損傷についての
対策はありますが，東海再処理工場には一切触れていません。

再処理工場は昨年廃炉が決まりましたが，70年という年月をかけて処理していくとのこと。しかも処理方法も未定。

ここにはヒロシマ原発で計算すると5000発にあたるナトリウムがあります。もしここが爆発した場合，秒速５ｍの風で京
都までの人が半数死ぬと，高木仁三郎博士が日本に当てはめてシュミレーションした結果（ノルウェー政府，ドイツ政
府が想定）

この再処理工場が爆発を起こした場合を想定しているのか？

論点に対応する委員からの指摘事項等及び県民意見

＊委員指摘事項等及び県民意見は第15回ワーキングチーム
（令和元年6月26日）資料3-1及び資料3-2に基づく

P.2-67

P.2-67

P.2-67

P.2-67

P.2-67

論点No.60-75



【県民意見（頂いたご意見・特に関心のある事項）】

No.937

2 近隣の原子力施設からの影響について

東海第二周辺の原子力関連施設の影響に関して規制庁は廃炉措置に入っているし影響は十分小さいと判断してい
るが，再処理施設には高レベル廃液が400 立方メートルも保管されている。地震，津波などに襲われた場合極めて危
険と思われる。この影響を検討していただきたい。

No.984

近隣には，高レベル放射性廃液などを貯蔵する東海再処理施設（現在，廃炉作業中）がありますが，万が一東海第
二原発で事故が生じたときの対応が考慮されていません。

No.1034

・東海原発の立地について

東海村には再生処理工場があり，危険な高レベル放射性廃液も貯蔵されている。ひとたび事故が起きれば制御不能
である。また，この工場の他にも核関連施設があり，廃棄物処理や防潮堤の建設などに全く目途がついていない状
態である。原子力研究機構は度々事故を起こしており，不安なことこの上ない。また，原発３０キロ圏内に１００万に近
い人口を擁していて，重大事故が起きれば，取り返しがつかない結果を招くであろう。

論点に対応する委員からの指摘事項等及び県民意見

＊委員指摘事項等及び県民意見は第15回ワーキングチーム
（令和元年6月26日）資料3-1及び資料3-2に基づく

P.2-67

P.2-67

P.2-67

論点No.60-76



【県民意見（頂いたご意見・特に関心のある事項）】

No.1070

提出意見

（1）規則第６条（外部からの衝撃による損傷の防止）３項及び同解釈によれば，東海再処理工場の存在は規則の言
う「敷地周辺の状況」に該当し，当該施設で事故などの何らかの異常事象が起こっても東海第二原発の安全に影響が
ないことが検討されていなければならない。

しかし，日本原電の設置変更許可申請書には規則等にしたがって検討したという証拠はない。申請内容の欠落であ
り，申請の不備である。ついでに言えば，原子力規制委員会自身が，規則等に基づく審査をしていない。審査の欠落
である。原子力規制委員会は日本原子力研究開発機構が東海再処理施設の廃止措置にかかる申請に先だって，潜
在的危険性を事前に縮小しておくという目的の下にその一つとして高レベル放射性廃液のガラス固化事業の実施を
申請したのに対して，これを許可した。そのことは，廃止される施設になっているとは言え，東海再処理施設には高レ
ベル放射性廃液という危険物質があり，それを液体状のままにしておくことは重大な潜在的危険を有すると認識して
いたのであり，安全上の問題として東海第二原発の側から検討しなければならないと言うことを認識していたのである。

（２）原子力規制委員会は日本原電の東海第二原発の設置変更許可申請を，２０１８年９月２６日許可した。同日，「近
接の原子力施設からの影響に係る審査について」という文書を出した。これはこれまでの審査で検討しなかったものを，
審査対象にすることを明らかにしたものである。であれば，本来，一度許可したものであっても，申請自体の瑕疵が発
見されたのであるから，日本原電は申請を取り下げ，再度申請をすべきであり，原子力規制委員会は許可を取り消し，
日本原電に対して再度申請をさせて，審査をやり直すのが筋である。そのような手続きがなされた形跡はない。意見
提出者は審査のやり直しを強く求める。

（３）ところで，原子力規制委員会が東海再処理施設の潜在的危険性として認めている，高レベル廃液は現に熱を持
ち，水素を発生させており，不断の冷却と水素掃気により溶液の沸騰を避け，爆発に至らない水素濃度を維持しなけ
ればならない。したがって冷却設備と冷却水，水素掃気のための設備と電源が健全に確保されていなければならない。
それらの維持機能が失われれば，水素爆発や沸騰により放射能の大量放出が引き起こされ，それが東海第二原発
の安全を脅かすことは明らかである。そのような事態にいたる契機はいくつも考えられるがここでは津波をあげる。

論点に対応する委員からの指摘事項等及び県民意見

＊委員指摘事項等及び県民意見は第15回ワーキングチーム
（令和元年6月26日）資料3-1及び資料3-2に基づく

P.2-67

P.2-67

論点No.60-77



【県民意見（頂いたご意見・特に関心のある事項）】

No.1070（続き）

（４）東海第二原発と東海再処理施設は太平洋の海岸線に沿って並び，その距離は２．７㍍しかない。東海第二原発
の基準津波は１７．９メーターで安全対策として２０メーターの防潮堤を作るとしている。東海再処理施設は防潮堤を作
らないとしており，その施設の中で高レベル放射性廃液を貯蔵するHAWには１４．２メーターの津波がもろに達するとさ
れる（「国立研究開発法人日本原子力研究開発機構核燃料サイクル工学研究所再処理施設の廃止措置計画の審査
方針について」原子力規制庁 平成30.12.19）。HAWの津波対策として１４．４メーターに浸水防止扉設置するとしてい
る。わずかに２０㎝の差であり十分とは言えない。そして浸水による危険性以上に，原子炉のような堅固な土台を持た
ない老朽施設で１４．２メーターの津波に倒壊・損壊を免れることができるか疑問であるが，同じ太平洋岸の近接の位
置にあるのだから東海第二に到来する１７．９メーターをこそ想定しなければならない。１２．８メーターを超える津波に
対して，「浸水防止対策を実施するには，建家等の耐震補強が必要になるが既存建家及び設備直下の大規模な補強
工事は困難な状況である‥より難い特別な事情を明確にした上で，可搬型設備等の代替策も視野に入れ，安全機能
の維持や回復を検討する」（『廃止措置計画認可申請書の一部補正について』）としているのであり，１４．２メーターで
は一層大規模な補強が必要なことは明らかである。ましてや，１７．９メーターの津波に対しては確実に倒壊・損壊を免
れない。

申請書に言われている可搬型設備により，危険到達時間内に損壊した沸騰防止の冷却装置や水素掃気装置の機
能を回復することは，敷地内に密集している建家の倒壊瓦礫や漂流物の堆積，繰り返し押し寄せる津波，余震の続行
により到底困難であろう。そもそも１８メーターの所にそれら可搬型設備を配置するといっているが，１７．９メーターの
津波が押し寄せたら，そこが安全地帯とは必ずしも言えないのである。

以上について，きちんとした安全評価がなされない限り，東海第二原発の再稼働は許されない。

No.1131

・原発近くに高レベル固体廃棄物建屋が配置されている：共産党の指摘によると，東海再処理施設の放射性廃棄物
は固体廃棄物ドラム缶4300本，高レベル放射性廃液370トン。東海第二発電所の一部として，この安全対策も含める
べきです。

ttp://www.japc.co.jp/plant/data/management/hokan.html

論点に対応する委員からの指摘事項等及び県民意見

＊委員指摘事項等及び県民意見は第15回ワーキングチーム
（令和元年6月26日）資料3-1及び資料3-2に基づく

P.2-67

P.2-67

P.2-67

論点No.60-78



【県民意見（頂いたご意見・特に関心のある事項）】

No.1141

３．その他としては，まだまだガラス固化のできない（技術の未完）高レベル廃液が 約４００トンある。この廃液が漏れ
出したらアウトです。

No.1154

６. 外部での災害が東海第二の安全性に関わる影響について

東海第二原発から1.3㎞のところに，原子力研究開発機構の研究炉があり，2.7㎞のところには同機構の東海再処理
施設（運転は終わり廃止措置中）がある。研究炉については規模が小さく，炉心を水中に付け込んだタイプだとかで
影響の出るような事故や危険性は少ないとされていますが，一方の，再処理施設についてはそこで出来た高レベル
放射性廃液のうち少なくとも360 は液状のままタンクに入れられていて，常時冷却し続けなくてはならない代物です。
もし停電などで対応が出来なくなると10数時間で爆発の危険性があり，ひとたび環境中に爆発的な放出が起きてしま
えば，日本列島，いや北半球全域の汚染ともなる危険性があると言われています。

この問題に対して規制委員会は，現状の規制の仕組みでは施設ごとに安全対策をとることとし，それぞれに審査する
ので，再処理施設はそこでの審査の問題であって，影響を受ける東海第二原発の側からの相互の影響関係は審査
しないことになっている，としています。

しかし，実際にその再処理施設の高レベル放射性廃液が管理不能となって，爆発・放出された場合には，この距離と，
東海第二原発の中央制御室などの対放射能隔離機能程度では，閉じこもって原発の安全停止やその後の措置を続
けられるとは考えられません。県の説明会では，「出来る」という趣旨の答え方を規制庁の職員がされていましたが，
実際にどのような規模の原子力災害を想定して言われているのでしょうか。

この問題は，特に，原発，再処理施設，核燃料製造施設，研究用小型原子炉が立て込む東海村ならではのことです
が，そういったことを前提とした新規制基準，審査とはなっていません。そして，さらに，これらの事故などは地震・津
波といった大規模自然災害を契機として発生することがもっとも考えられるわけで，そのような事態においての原子力
複合災害の事故拡大の想定が，どこにもなされていません。

論点に対応する委員からの指摘事項等及び県民意見

＊委員指摘事項等及び県民意見は第15回ワーキングチーム
（令和元年6月26日）資料3-1及び資料3-2に基づく

P.2-67

P.2-67

P.2-67

P.2-67

論点No.60-79



【県民意見（頂いたご意見・特に関心のある事項）】

No.1161

４）隣りのサイクル機構に保管されてる高レベルの廃棄物との複合災害が起きることはないと言いきれるのでしょうか。

No.854

（２２）低レベル放射性埋設廃棄物の流出（津波）

低レベル放射性埋設廃棄物は防潮堤の外側に埋設されており，津波によってドラム缶が内陸側或いは海洋へ流出
しないか心配である。

論点に対応する委員からの指摘事項等及び県民意見

＊委員指摘事項等及び県民意見は第15回ワーキングチーム
（令和元年6月26日）資料3-1及び資料3-2に基づく

P.2-67

P.2-67

論点No.60-80


